
（住友銀行）

第156期末 (平成12年３月31日現在) 貸借対照表
(単位：百万円)

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額
( 負 債 の 部       )

預 金
　当 座 預 金
　普 通 預 金
　貯 蓄 預 金
　通 知 預 金
　定 期 預 金
　そ の 他 の 預 金
譲 渡 性 預 金
コ ー ル マ ネ ー
売 渡 手 形
コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー
特 定 取 引 負 債
　売 付 商 品 債 券
　商 品 有 価 証 券 派 生 商 品
　特 定 取 引 有 価 証 券 派 生 商 品
　金 融 派 生 商 品
借 用 金
　再 割 引 手 形
　借 入 金
外 国 為 替
　外 国 他 店 預 り
　外 国 他 店 借
　売 渡 外 国 為 替
　未 払 外 国 為 替
社 債
転 換 社 債
そ の 他 負 債
　未 決 済 為 替 借
　未 払 法 人 税 等
　未 払 費 用
　前 受 収 益
　従 業 員 預 り 金
　 先 物 取 引 受 入 証 拠 金
　先 物 取 引 差 金 勘 定
　借 入 商 品 債 券
　借 入 有 価 証 券
　 債 券 貸 付 取 引 担 保 金

特 定 取 引 未 払 金
　そ の 他 の 負 債
退 職 給 与 引 当 金
債 権 売 却 損 失 引 当 金
特 別 法 上 の 引 当 金
　金融先物取引責任準備金
再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債
支 払 承 諾

27,388,205
1,712,511
6,558,565
1,015,053
4,427,848
11,870,858
1,803,367
6,841,626
2,648,815

90,547
110,200
603,424

937
17
26

602,441
2,461,252

22,027
2,439,225
165,145
117,557
33,866
1,547
12,174
432,343
101,106

5,173,303
6,249
284

222,105
29,530
42,427
1,980
5,314

304,400
398,063

3,288,365
607,318
267,263
46,764
111,588

8
8

110,798
2,923,570

負 債 の 部 合 計 49,208,701

（ 資 本 の 部       ）
資 本 金
法 定 準 備 金
　資 本 準 備 金
　利 益 準 備 金
再 評 価 差 額 金
剰 余 金
　任 意 積 立 金
　　海外投資等損失準備金
　　行 員 退 職 積 立 金
　　別 途 準 備 金
　当 期 未 処 分 利 益
　　当 期 利 益

752,848
746,399
643,080
103,319
167,379
214,008
145,539

29
1,490

144,020
68,469
48,818

( 資 産 の 部       )
現 金 預 け 金
　現 金
　預 け 金
コ ー ル ロ ー ン
買 入 手 形
買 入 金 銭 債 権
特 定 取 引 資 産
　商 品 有 価 証 券
　商 品 有 価 証 券 派 生 商 品
　特 定 取 引 有 価 証 券 派 生 商 品
　金 融 派 生 商 品
　そ の 他 の 特 定 取 引 資 産
金 銭 の 信 託
有 価 証 券
　国 債
　地 方 債
　社 債
　株 式
　そ の 他 の 証 券
　貸 付 有 価 証 券
貸 出 金
　割 引 手 形
　手 形 貸 付
　証 書 貸 付
　当 座 貸 越
外 国 為 替
　外 国 他 店 預 け
　外 国 他 店 貸
　買 入 外 国 為 替
　取 立 外 国 為 替
そ の 他 資 産
　未 決 済 為 替 貸
　前 払 費 用
　未 収 収 益

先 物 取 引 差 入 証 拠 金
先 物 取 引 差 金 勘 定
保 管 有 価 証 券 等

　社 債 発 行 差 金
そ の 他 の 資 産

動 産 不 動 産
　土 地 建 物 動 産
　建 設 仮 払 金
　保 証 金 権 利 金
繰 延 税 金 資 産
支 払 承 諾 見 返
貸 倒 引 当 金

3,782,920
556,595

3,226,324
91,115
111,500
84,494

1,445,843
37,388

18
57

582,635
825,743
108,888

8,982,244
3,447,223
357,033
616,881

3,427,261
1,133,805

39
31,358,560

440,365
3,113,489
19,780,342
8,024,363
352,971
31,046
47,236
168,133
106,555

1,540,495
4,407
2,797

443,748
4,560
272

704,390
65

380,253
591,187
519,727
5,070
66,389
624,585

2,923,570
△909,039

資 本 の 部 合 計 1,880,637

資 産 の 部 合 計 51,089,338 負 債 及 び 資 本 の 部 合 計 51,089,338



注 1.　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
　 2. 　金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差

等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的｣）の取引については、取引の約定時点を基
準とし、貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上しております。

　　 　特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については決算日の時価により、
スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については決算日において決済したものとみなした
額により行っております。

　 3. 　有価証券の評価は、移動平均法による原価法により行っております。なお、有価証券運用を主目
的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価についても
同じ方法により行っております。

　 4. 　動産不動産は、それぞれ次のとおり償却しております。
　　　　 建　物　定額法を採用し、税法基準の償却率による。
　　　　 動　産　定率法を採用し、税法基準の償却率による。
　　　　 その他　税法の定める方法による。
   5.　自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間（５年）に基づく定額法により償

却しております。
　　　 なお、従来「その他資産」に計上していた自社利用のソフトウェアについては、「研究開発費及び

ソフトウェアの会計処理に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第12号　平
成11年３月31日）における経過措置の適用により、従来の会計処理方法を継続して採用しておりま
す。

　 6.　社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。また、社債発行差金については資産とし
て計上し、社債の償還期間にわたり均等償却を行っております。

　 7. 　外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しており
ます。

　 8. 　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　　 破産、和議等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、｢破綻先」という）に係る債

権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、｢実質破綻先」という）の債権については、下記直接
減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額
を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きい
と認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回
収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計
上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸
倒実績率等に基づき計上しております。なお、特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等
を勘案して必要と認められる金額を特定海外債権引当勘定（租税特別措置法第55条の２の海外投資
等損失準備金を含む）として計上しております。

　　　 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店部と所管審査部が資産査定を実施し、当該
部署から独立した与信監査部が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行
っております。

　　　 また、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権については、債権額から担保の評価額及び
保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額
しており、その金額は731,040百万円であります。
なお、「貸倒引当金」は、前期までは負債の部に計上しておりましたが、「銀行法施行規則」

（昭和57年大蔵省令第10号）別紙様式が改正されたことに伴い、当期より資産の部の最後に対象資
産から一括控除する方法により表示しております。この変更により、従来の方法によった場合に比
べ、資産の部は909,039百万円、負債の部は909,039百万円それぞれ減少しております。

　 9. 　退職給与引当金は、自己都合退職による期末要支給額に相当する額を引き当てております。
　10.　債権売却損失引当金は、株式会社共同債権買取機構に売却した不動産担保付債権の担保価値を勘案

し、将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。なお、
この引当金は商法第287条ノ２に規定する引当金であります。

　11. 　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引につい
ては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

　12.　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
　13.　特別法上の引当金は、次のとおり計上しております。
　　　 金融先物取引責任準備金　8百万円　金融先物取引法第82条の規定に基づく準備金であります。
　14.　株式には自己株式16百万円が含まれております。なお、商法第210条ノ２第２項第３号に定める自

己株式はありません。
　15.　子会社の株式及び出資総額　471,277百万円
　16.　子会社に対する金銭債権総額　203,189百万円
　17.　子会社に対する金銭債務総額　1,709,227百万円
　18.　動産不動産の減価償却累計額　298,889百万円
　19.　動産不動産の圧縮記帳額　53,826百万円
　20. 　貸借対照表に計上した動産不動産のほか、電子計算機の一部についてはリース契約により使用し

ております。
21. 貸出金のうち、破綻先債権額は73,004百万円、延滞債権額は1,436,070百万円でありま

す。



　　 　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由によ
り元本又は利息の取立又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒
償却を行った部分を除く。以下、｢未収利息不計上貸出金」という｡）のうち、法人税法施行令（昭
和40年政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事
由が生じている貸出金であります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支
援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

　22.　貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は40,302百万円であります。
　　　 なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延してい

る貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
　23.　貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は334,706百万円であります。
　　 　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で
破綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。

　24.　破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は1,884,083
百万円であります。

なお、21.から24.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
  25.　担保に供している資産は次のとおりであります。
　     担保に供している資産

買入金銭債権　   10,615百万円
有価証券　　　  797,612百万円
貸出金　　　　1,532,634百万円

　　　 担保資産に対応する債務
預金　　　　　  168,240百万円
コールマネー　1,405,000百万円
売渡手形　　　　 90,300百万円
借用金　　　　　 16,468百万円
支払承諾　　　　 36,303百万円

　　　　 上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、預け金52,799
百万円、有価証券772,215百万円、その他資産（保管有価証券等）26,105百万円を差し入れてお
ります。

　26.　「東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例」（平成12年４月１
日東京都条例第145号）が平成12年３月30日に可決・成立したことから、繰延税金資産及び繰延税金
負債の計算に使用する法定実効税率を、当期より前期の41.98％から39.83％に変更しております。
この変更により、繰延税金資産の金額は34,268百万円減少し、当期に計上された法人税等調整額の
金額は同額増加しております。また、「再評価に係る繰延税金負債」の金額は5,980百万円減少し、
「再評価差額金」の金額は同額増加しております。

　27.　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評
価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」
として負債の部に計上し、これを控除した金額を「再評価差額金」として資本の部に計上しており
ます。

　　　 再評価を行った年月日　平成10年３月31日
　　　 同法律第３条第３項に定める再評価の方法　土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日

公布政令第119号)第２条第４号に定める路線価及び
路線価のない土地は第２条第３号に定める固定資産
税評価額に基づいて、奥行き価格補正等をするとと
もに、鑑定評価による時価との差異分析の結果を勘
案する等、合理的な調整を行って算出

　　　 同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額は、
当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額より56,311百万円下回っております。

　28.　借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金
2,283,946百万円が含まれております。

　29.　社債には、劣後特約付社債171,268百万円が含まれております。
　30.　商法第280条ノ19第１項に規定する、取締役及び使用人に付与している新株引受権の内容は次のと

おりであります。
　　 　  平成10年７月31日をもって権利を付与した新株引受権

対象となる株式の種類　　　額面普通株式
対象となる株式の総数　　　296千株
新株の発行価額（行使価額）1株につき1,432円

         平成11年７月30日をもって権利を付与した新株引受権
対象となる株式の種類　　　額面普通株式
対象となる株式の総数　　　393千株
新株の発行価額（行使価額）1株につき1,628円



　31.　１株当たりの当期利益　14円41銭
　32.　剰余金のうち、銀行法第17条の２第４項により利益の配当に充当することを制限されている金額

は、ありません。


